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様式２ 

随意契約結果表(委託等契約) 

所属名 地域ブランドグループ 

契約締結年月日 令和８年４月１日 

契約者名 株式会社 nakanogumi 

契約名 山梨県クリエイティブプロデューサー業務委託契約 

契約金額 

（税込み） 

５，５００，０００円 

随意契約理由 山梨県は、令和７年４月、本県の魅力や価値を高め、地域の活

性化につなげることを目的に、「山梨県クリエイティブプロデュー

サー（YCP）」を設置、株式会社 nakanogumiの代表を務める著名な

デザイナ－・中野シロウ氏に委嘱した。 

中野氏が制作し、同月に公表した「水素のスイチョ」は、県の

重要施策である水素関連施策を発信するシンボルとして、県広報

媒体や職員名札・名刺、県関連イベント開催時の資料・ノベルテ

ィ等で使用。また、大阪・関西万博「自治体参加催事」に出展し

た山梨県ブース来場記念として配布した「水素のスイチョ」NFTは

計２千枚以上獲得されるなど、大きな反響を得た。 

 これらの状況を踏まえ、中野氏が制作する訴求力の高いキャラ

クターを水素関連施策以外にも幅広く活用し、県の施策の認知拡

大やイメージアップを図るため、本業務において、新たなキャラ

クターを複数制作するものである。 

 中野シロウ氏並びに株式会社 nakanogumiはこれまでも多数の著

名なキャラクター制作実績を有し、今回制作するキャラクターも、

その訴求力の高さを見込むことができ、また、公共の目的におい

ては、ロイヤリティ（使用料）が生じないことから、様々な場面

で利用することが可能であり、費用対効果の面からも大きな期待

ができる。 

 競争入札に適さないこと、また地域貢献の観点から時価に比し

て著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みである

ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号および

第７号により随意契約とする。また、キャラクターに関する著作

権含むその他知的財産権は中野氏に留保される一方、県は独占的

に使用できるという背景から、一会社の占有する知的財産を購入

する場合の類型と見なすことができるものであり、山梨県財務規

則第１３７条第３項の特別な理由に該当するので見積合わせを省

略する。 

 

随意契約の適用条項 (1) 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び同第７号 

(2) 山梨県財務規則第１３７条第３項 

 


